
公益社団法人川崎西法人会 職員給与規程 

 

（目  的） 

第 １ 条 この規程は、公益社団法人川崎西法人会（以下「本会」という。）職員就業規則第１

９条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（給与の種類） 

第 ２ 条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とする。 

２ 諸手当は、役職手当、家族手当、通勤手当及び時間外勤務手当とする。 

 

（支給方法及び支給日） 

第 ３ 条 職員の給与（賞与を除く。）の支給は、毎月２５日（支給日が休日の場合は、順次前

日に繰り上げる。）とする。 

２ 賞与の支給日は、毎年６月及び１２月中において、その都度会長が別に定める。 

３ 職員の給与は、第１項の支給日において、当月分の基本給、役職手当、扶養手当、通勤手当

及び前月分の時間外勤務手当を支給する。 

４ 新規採用者または復職者の発令当月の給与は、出勤日からの日割計算により支給する。 

５ 職員が退職した場合の給与は、その日までの日割計算により支給する。ただし、職員が定年

または死亡により退職したときは、その月の末日までの給与を支給する。 

６ 職員の給与は、法令に基づき、その職員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残

額を通貨で直接職員に支給する。 

 

（基 本 給） 

第 ４ 条 基本給は、別に定める俸給表に基づき、勤務成績、能力及び業務経歴等を考慮して決

定する。 

 

（初 任 給） 

第 ５ 条 新たに採用された職員の初任給は、学歴、職歴、経験、技能等を勘案し、他の職員と

の均衡を考慮して定める。 

 

（昇  給） 

第 ６ 条 職員の給与は、毎年度見直し、予算の範囲内で昇給させることができる。 

 

（役職手当） 

第 ７ 条 役職手当は、事務局長、次長（事務局長代行）及び主任の職にある職員に対し、次の

金額を支給する。 

 

 

 



区 分 支給額（月額） 

事 務 局 長 ３０,０００円 

次 長（事務局長代行） ２０,０００円 

主  任 １０,０００円 

 

（家族手当） 

第 ８ 条 家族手当は、扶養家族のある職員に対し、次の金額を支給する。 

区 分 支給額（月額） 

配 偶 者 １０,０００円 

満１８歳未満の子、孫、弟妹 １０,０００円 

満６０歳以上の父母、祖父母 １０,０００円 

 

２ 扶養家族とは、前項に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けてい

る者とする。 

３ 職員が新たに家族手当の支給を受けようとする場合は、所定の申請書に証拠書類を添えて事

務局長に提出し、その確認を受けなければならない。 

４ 職員が家族手当の支給対象となる扶養家族に異動が生じた場合は、所定の申請書を事務局長

に提出しなければならない。 

 

（通勤手当） 

第 ９ 条通勤手当は、職員が通勤のために有料の交通機関を利用する場合（利用距離１キロメー

トル以上の場合に限る。）に支給する。 

２ 順路または交通機関の変更等による通勤手当の額の変更は、届け出のあった翌月分から行う。 

 

（時間外勤務手当） 

第１０条 時間外勤務手当は、就業規則第１０条の規定により時間外勤務及び休日勤務を命ぜら

れた職員（事務局長は除く。）に対し、その時間外勤務をした全時間に勤務時間１時間当たり

の給与額の１００分の１２５（その時間外勤務が、午後１０時から翌日午前５時までの間であ

る場合においては、１００分の１５０）を乗じた額を支給する。 

２ 前項に規定する勤務時間１時間当たりの給与額は、基本給及び役職手当の合計額を月間平均

勤務時間数で除した金額とする。 

 

（賞  与） 

第１１条 賞与は、毎年６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する職員に対し、過去半年間の

勤務成績に応じた額を支給する。 

２ 賞与の額は、基本給、役職手当及び家族手当の合計金額に、別に定める支給率を乗じた金額

とする。 

 

（休職者の給与） 

第１２条 職員の欠勤期間及び休職期間については、原則として給与を支給しない。 



ただし、欠勤、休職の理由が業務上の傷病によるものである場合は、この限りでない。 

 

（改  廃） 

第１３条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

附附附附                則則則則    

この規程は、平成２５年４月１日から適用する。 


